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 産学公連携研究開発支援事業助成金 募集要領 

 

１  事業の趣旨 

 本事業は、板橋区内のものづくり中小企業が行う大学等との共同研究や委託研究に要する経費の一部を

助成することにより、産学公連携による新製品、新技術の開発を促進し、区内産業を活性化することを目

的としています。 

 

２  申請要件 

（１） 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する中小企業者又はグループ

とします。  

① 区内に本社又は事業所を有すること  

② グループの場合、構成員の３分の２以上が前号の要件を満たすこと  

※ 【中小企業者】とは 中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定するものをいう。 

（２） その他以下に該当する場合は、対象者から除きます。 

① 助成対象として申請した経費について、公益財団法人板橋区産業振興公社（以下「公社」という。）

の別事業や国、地方公共団体その他の公益的団体等から補助金等の支援を受けている又は受ける 

見込みがある者 

② 法人住民税及び法人事業税（個人事業者にあっては住民税及び個人事業税）の滞納がある者  

③ 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）に基づく開業等の届出を行っていない個人事業者  

④ 「東京都板橋区暴力団排除条例」（平成 24 年板橋区条例第 28 号）に規定する暴力団関係者又は遊興

娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、助成の対象として社会通念上適切でないと判断

される事業を行っている者  

⑤ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法など助成の対象とし

て適切でないと判断する業態を営む者  

⑥ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する者  

⑦ 申請に必要な書類を全て提出できない者  

⑧ 次のいずれかに該当する者  

ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資している者  

イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資金額の総額の３分の２以上を所有又は出資している者  

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者  

エ アからウのほか、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者  

⑨ その他、公社理事長が適切でないと判断する者 

 

３  助成対象事業 

 助成金対象事業は以下の各号に掲げる共同研究及び委託研究とします。 

（１）新製品の開発  

（２）機械又は器具等の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術の開発  

（３）新物質、新材料の開発又は利用技術の開発  

（４）生産、加工又は処理に関する新技術の開発  

（５）新システム又は新工法の開発  

（６）光学･精密産業、鉄鋼産業、化学産業、印刷産業、健康産業、環境産業等に関する技術の開発  
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（７）第１号から第６号に規定する製品、技術等に関する評価  

（８）その他、理事長が特に必要と認めたもの 

（９）以下の項目は助成事業の対象になりません。 

  ①  大学、高等専門学校、国または地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立法人と共同開発に関

する契約を締結してない場合 

  ②  共同研究等を実施することについて、大学等と契約を締結した日（以下「契約締結日」という。）

から３箇月以上経過している場合 

③ 効果等に個人差が考えられる製品や技術の開発 

④ 単なる設備投資を目的として機械装置等を購入し、開発を伴わない事業 

⑤ 開発状況の確認が困難なもの 

⑥ 事業の成果が特定の企業向けであるもの 

 

４  助成率         助成対象と認められる経費の３分の２以内 

 

５  助成限度額     １５０万円 

 

６  助成予定件数     ３件程度 

 

７  助成対象期間 

共同研究等を実施することについて、大学等との契約締結日から起算して２年を経過する日の前日まで

とします。助成対象期間内に事業が完了しない場合、助成金は交付されません。 

 

８  事業の流れ 
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９  助成対象経費 

 助成対象経費は、企業等が大学と契約し支出した経費のうち、下記助成対象経費一覧に該当するものに

なります。また、消費税等の間接経費を除き、以下の（１）～（２）の条件に適合し、かつ「助成対象経

費一覧」に掲げる経費です。（「助成対象経費一覧」に記載のないものは助成対象となりません。） 

（１）助成対象事業として決定を受けた事業構築のために必要最小限の経費 

（２）助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了した経費 

助成対象経費一覧 

経費区分 内 容 

設備購入費 

資産として取り扱うもの（耐用年数が１年以上かつ、１個または１組の取得資産が

10 万円以上のもの）を取得、製造または効用を増加させる設備のための経費 

※助成金対象経費総額の 50%を上限とする。 

謝金 専門家、有識者等に対する謝金 

その他経費 

上記以外の経費 

・旅費 

・消耗品 

・印刷製本費 

・資料情報収集費 

・通信運搬費 

・外注費 

・賃借料 

・原材料費 

・管理費（大学等の規定等に基づき、共同研究等の実施に必要となるものに限る） 

 

１０  助成対象外となる経費の例 

（１） 共同研究等の実施に直接必要のない経費 

（２） 助成対象事業者または大学等が通常備えるべきものに係る経費 

（３） 不動産の取得、建築物等の施設の建設・改修に係る経費 

（４） 飲食や懇親を目的とした経費 

（５） 広報に係る経費 

（６） 知的財産権の譲渡または取得等に係る経費 

（７） 合理性および社会通念から鑑みて、共同研究等の実施に不必要または相応しくないと理事長が 

判断した経費 

（８） 大学等と契約締結した金額以外の経費 

（９） 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合 

（10） 助成対象期間の開始以前に研究開発が完了している場合 

（11） 助成対象事業に関係のない物品の購入、業務委託等（完了時点で未使用の購入原材料等を含む） 

（12） 間接経費（消費税、振込手数料、収入印紙代等） 

（13） 設備購入費、賃借料、外注費で以下に該当する場合 

① 量産用経費及び開発目的以外の汎用性設備 

② 割賦、リースについて、助成対象期間外の期間に係る経費 

（14） 外注費における外注の再委託 
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（15） 外注先の資産となるもの 

  ※その他、内容によっては対象外となるものがあります。 

 

１１  提出書類 

（１）提出書類 

  提出する書類は、別紙の「応募様式」を参照してください。 

  提出書類は一部の書類を除き、２部ご提出ください。詳しくは応募様式の「提出書類確認表」をご覧

ください。 

    ※１ 本助成金は、学校教育法第 1条に規定する大学、高等専門学校、国または地方公共団体が設立

した研究機関もしくは独立行政法人と共同開発に関する契約を締結した開発が対象となります。契約

締結をしてない共同開発は対象となりません。 

    ※２ 上記契約書のほか助成金申請に対する大学等の同意書が必要となります。 

    ※３ 同意書には開発完了後に事業社名、採択テーマを公表する旨を明記してください。 

（２）受付期間 

  随時受付をしますが、事前に開発内容に関するヒアリングを行いますので、必ず予約をお願いいたし

ます。事前ヒアリングを受けていない場合は、申請を受付することができません。なお、ヒアリング

には、開発内容及び会社概要を説明できる方がお越しください。 

（３）提出書類を不備のないようご用意のうえ、予約した受付日時にご持参ください。 

（４）申請書は、第三者に理解しやすいよう明瞭かつ具体的にご記載ください。 

（５）助成対象経費の算出にあたっては、事業完了後の確定額と大きな差額が生じないよう、実行可能性

を十分に検討してください。 

（６）ご提出いただいた書類は返却いたしません。予めご了承ください。 

 

１２  審査 

（１）書類提出には開発内容及び会社概要を説明できる方がお越しください。 

（２）ご提出いただいた書類に基づき、書類審査を行います。 

（３）審査の途中経過のお問合せには一切応じかねますので予めご了承ください。 

（４）必要に応じて現地確認を行う場合があります。 

（５）審査の結果は助成金交付可否決定通知でお知らせします。 

（６）審査の結果、不採択となる場合があります。 

 

１３  助成金の交付額 

交付上限額は、対象経費の３分の２（千円未満の端数切り捨て）又は助成限度額１５０万円のいずれ 

か低い額になります。上限額を上回る経費は事業者負担となります。なお、実際に交付する助成金の額 

は、開発完了後、実績報告・完了確認に基づき確定します。 

 

１４  状況報告及び確認 

（１） 助成金の交付が決定した企業は助成対象事業の進捗状況について、理事長が必要と認める場合、進

捗状況報告書を公社が指定する日までに提出していただきます。 

（２） 必要に応じて、公社職員又は公社から委託された技術者が訪問し進捗状況の確認をします。 
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１５  実績報告 

（１） 助成対象事業が完了した後速やかに実績報告書を提出していただきます。 

（２） 実績報告時には、助成対象経費が全額支払い済みであることが条件ですので、予め十分な資金計

画を立てていただくようお願いします。 

 

１６  助成対象事業の変更・中止等 

下記の事由のいずれかが生じると見込まれる場合は、変更もしくは中止の届出をしていただきます。   

（１） 助成対象期間を変更しようとするとき。 

（２） 助成対象事業の内容を著しく変更または追加しようとするとき。 

（３） 各経費区分の２０％を超える変更をしようとするとき。 

（４） 助成対象事業を中止しようとするとき。 

 

１７  助成対象事業遅延の報告 

助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合は、あらかじめ、遅延等報

告書を提出していただきます。ただし、期間の延長は契約締結日から起算して２年を経過する日の前日

までとします。 

※変更期間によっては、助成対象経費が変更となる場合がございますので、ご注意ください。 

     

１８  助成金額の確定 

公社が実績報告書を受理した後、書類確認や訪問確認を行い、助成金額を確定します。 

※助成金の確定額は、助成金交付額確定通知でお知らせします。 

※助成金の確定額は、交付上限額を上回ることはありません。 

 

１９  助成金の交付 

  助成金交付額確定通知が届きましたら、請求書をご提出ください。公社が請求書を受理した後、助成

金を指定口座に振り込みます。 

 

２０  助成金交付決定の取り消し・助成金の返還 

  以下のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。助

成金交付決定を取り消した場合において、既に助成対象事業者に助成金が交付されているときは、期限

を定めて助成金を返還していただくことになりますので、十分に注意してください。 

（１）偽り申請その他不正により助成金の交付を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）助成対象期間内に申請要件を満たさなくなったとき。 

（５）理事長が事業の実施を不適当と認めたとき。 

 

２１  助成金対象事業完了後の注意事項 

（１）関係書類の保存 

助成対象事業に係る関係書類及び帳簿類は助成対象事業の完了した会計年度終了後、５年間保存しな

ければなりません。 

（２）財産の保管 
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  助成対象事業により取得した開発製品等は、販売想定価格が２万円以上の場合は助成対象事業を完了

した年度の翌年度から起算して３年経過する日まで、販売想定価格が２万円未満の場合は助成対象事

業を完了した年度の翌年度から起算して１年経過する日まで、原則として処分はできません。   

（３）助成対象事業の公表 

  助成対象事業として採択された場合は、事業者名、採択テーマ名を外部に公表します。 

（４）事業ＰＲへの協力 

  助成対象事業完了後、当事業のＰＲにご協力をお願いいたします。 

 （「いたばし産業見本市」等における展示、公社ホームページ及び次年度募集リーフレットへの掲載等） 

 

 

＜お申込み・お問合せ先＞ 公益財団法人 板橋区産業振興公社  

                    電話：03-3579-2192   FAX：03-3963-6441 

E メール：khk@itabashi-sangyo.jp 

                    〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階 


